
２００５．　．　 （　）５ １１ ５

町
田
に
静
か
な
空
を
返
せ
４
月　

日
米
軍
お
よ
び
国
に
要
請
し
ま
し
た
。　
 
□問
 

企
画
調
整
課
11
７
２
４
・
２
１
０
３

２８

ご

覧

下

さ

い

　

都
市
計
画
案
「
町
田
都
市
計
画
公
園

の
変
更
に
つ
い
て
（
①
山
王
塚
公
園
②

野
津
田
山
王
あ
じ
さ
い
公
園
、
野
津
田

山
王
見
晴
ら
し
公
園
③
南
大
谷
公
園
④

小
野
路
公
園
）
」
、
「
町
田
都
市
計
画

緑
地
の
変
更
に
つ
い
て
（
野
津
田
山
王

袋
緑
地
、
野
津
田
山
王
川
島
緑
地
）
」

に
つ
い
て
ご
覧
（
縦
覧
）
い
た
だ
け
ま

す
。

　

縦
覧
期
間
中
、
住
民
及
び
利
害
関
係

人
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

○
縦
覧
期
間　

５
月　

日
（
水
）
〜　

１１

２５

日
（
水
）

※
土
・
日
曜
日
を
除
く
。

○
縦
覧
時
間　

午
前
８
時　

分
〜
午
後

３０

５
時

○
縦
覧
場
所　

都
市
計
画
課
（
中
町
第

三
庁
舎
１
階
）
、
公
園
緑
地
課
（
木
曽

都
市
計
画
案

庁
舎
公
園
管
理
事
務
所
）

□問
 

都
市
計
画
課
11
７
０
９
・
０
５
６
１
、

公
園
緑
地
課
11
７
９
３
・
７
６
１
３

あ

き

地

の

雑
草
除
去
に
つ
い
て

　

あ
き
地
に
雑
草
が
繁
茂
し
た
ま
ま
放

置
さ
れ
ま
す
と
、
蚊
や
ハ
エ
な
ど
の
衛

生
害
虫
の
発
生
、
ご
み
の
不
法
投
棄
、

火
災
や
犯
罪
を
招
く
大
き
な
要
因
と
な

り
ま
す
。

　

市
で
は
市
民
生
活
の
安
全
と
生
活

環
境
を
良
好
に
維
持
し
て
い
く
た
め
、

「
町
田
市
あ
き
地
の
環
境
保
全
に
関
す

る
条
例
」
を
制
定
し
、
あ
き
地
の
適
正

な
管
理
を
土
地
所
有
者
（
管
理
者
）
の

皆
さ
ん
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

【
年
２
回
以
上
の
除
草
を
お
願
い
し
ま

す
】

　

雑
草
は
、
春
か
ら
秋
に
か
け
て
成
長

を
続
け
ま
す
。
そ
の
成
長
の
早
さ
は
目

を
見
張
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
雑
草
の

繁
茂
の
状
況
を
見
な
が
ら
１
回
目
は

６
月
中
旬
か
ら
７
月
中
旬
頃
、
２
回
目

賠
償
責
任
保
険
制
度

　

青
少
年
指
導
者
賠
償
責
任
保
険
制
度

は
、
団
体
活
動
中
に
不
慮
の
事
故
が
発

生
し
、
そ
の
責
任
者
や
指
導
者
が
賠
償

責
任
を
課
せ
ら
れ
た
場
合
に
、
そ
の
賠

償
金
を
補
て
ん
す
る
制
度
で
す
。

　

２
０
０
５
年
度
（
６
月
１
日
〜
２
０

０
６
年
５
月　

日
）
の
加
入
を
希
望
さ

３１

れ
る
団
体
は
、
児
童
青
少
年
課
（
森
野

分
庁
舎
１
階
）
で
お
申
し
込
み
下
さ

い
。

○
対
象
と
な
る
指
導
者
等　

①　

歳
以

１８

下
の
青
少
年
を
対
象
に
事
業
を
実
施
す

る
、
市
内
の
社
会
教
育
関
係
団
体
及
び

ス
ポ
ー
ツ
団
体
の
成
人
の
指
導
者
等
②

そ
の
他
、
市
が
認
定
し
た
団
体
活
動
の

成
人
の
指
導
者
等

○
保
険
料　

無
料
（
市
が
保
険
料
を
負

担
し
ま
す
）

○
補
償
の
範
囲　

団
体
活
動
中
の
偶
発

的
な
事
故
に
よ
り
、
参
加
者
が
負
傷
し

た
り
、
他
人
の
も
の
を
破
壊
し
た
り
し

て
、
被
害
者
か
ら
賠
償
を
求
め
ら
れ
、

法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と

に
な
っ
た
場
合
に
、
そ
の
賠
償
金
が
補

て
ん
さ
れ
ま
す
。

○
補
償
限
度
額　

①
身
体
賠
償
＝
１
人

５
０
０
０
万
円
、
１
事
故
２
億
円
②
財

物
賠
償
＝
１
事
故
２
０
０
万
円
③
受
託

物
賠
償
＝
１
事
故
１
０
０
万
円

　

町
田
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
は
、
子
育
て
の
協
力
を
し
て
く

れ
る
人
（
援
助
会
員
・
有
償
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
）
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん

の
空
い
て
い
る
時
間
を
子
育
て
の
手
助

け
を
必
要
と
し
て
い
る
人
の
た
め
に
活

用
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

【
入
会
す
る
に
は
】

　

援
助
会
員
は
入
会
説
明
会
と
保
育

サ
ポ
ー
ト
講
習
会
へ
の
参
加
が
必
要
で

す
。
子
育
て
の
手
伝
い
を
し
て
欲
し
い

人
（
依
頼
会
員
）
は
入
会
説
明
会
の
参

加
で
会
員
に
な
れ
ま
す
。

　

入
会
説
明
会
は
セ
ン
タ
ー
の
開
所

時
間
（
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時
）

３０

に
、
随
時
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
保
育
サ
ポ
ー
ト
講
習
会
】

　

左
表
の
日
程
で
行
い
ま
す
。
講
習
会

子
育
て
の
お
手
伝
い
を

し
て
み
ま
せ
ん
か
？

町
田
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー

２００５年度 第１回 保育サポート講習会日程
会　場内　容時　間期　日

町田市民
フォーラム
３Ｆホール

入会説明会１０：００～
１２：００　６月６日

（月） 子どもの世話
と遊び

１３：００～
１５：００　

保育の心１０：００～
１２：００　６月７日

（火）
子どもの食事１３：００～

１５：００　

心・体の発育
と病気

１０：００～
１２：００　

６月８日
（水）

健康福祉
会館

４階講習室
普通救命講習 ９：００～

１２：００　

６月１３日
（月）

６月１５日
（水）

※「普通救命講習］は６月１３日、１５日のいずれか１
回の受講となります。当日は運動しやすい服装で
おいで下さい（スカート不可）。
※会員証に張付するための縦３㎝ ×横２．５㎝ の写真
（６か月以内撮影）をお持ち下さい。
※入会説明会以外の講習には保育があります（各回
６人まで、２歳以上、全日出席者優先）。

春
季
行
政
相
談

強
調
週
間
で
す

　

こ
の
週
間
は
、
行
政
相
談
制
度
に
つ

い
て
、
広
報
及
び
行
事
を
積
極
的
に
行

い
、
広
く
市
民
の
皆
さ
ん
に
同
制
度
の

理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
の
も
の

で
す
。

　

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
国
の
仕
事

な
ど
に
つ
い
て
の
苦
情
や
意
見
・
要
望

に
つ
い
て
行
政
と
住
民
の
パ
イ
プ
役
と

し
て
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
「
行

政
相
談
委
員
」
が
相
談
に
応
じ
て
い
ま

す
。

【
行
政
相
談
委
員
に
よ
る
定
例
相
談
】

○
日
時　

毎
月
第
１
火
曜
日
午
後
１
時

　

分
〜
４
時

３０○
会
場　

市
役
所
本
庁
舎
１
階
市
民
相

談
室

※
こ
の
ほ
か
、
東
京
行
政
評
価
事
務
所

の
「
行
政
苦
情
１
１
０
番
」
（
11
０
５

７
０
・
０
９
０
１
１
０
、
6　

・
５
３

０３

３
１
・
１
７
６
１
）
、
総
務
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（h

ttp
:/
/
w
w
w
.so
u
m
u
.

g
o
.jp
/

）
で
も
相
談
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

□問
 

市
民
相
談
室
11
７
２
４
・
２
１
０
２

５
月　

日
（
月
）
〜　

日
（
日
）
は

１６

２２

ハ
チ
や
巣
を
見
つ
け
た
ら

　

暖
か
く
な
る
と
ハ
チ
の
活
動
が
始
ま

り
、
軒
下
や
樹
木
等
の
雨
風
を
し
の
げ

る
場
所
に
巣
を
作
り
ま
す
。
初
期
の
段

階
で
あ
れ
ば
比
較
的
取
り
や
す
い
の

平
成　

年
度
市
民
税
・

１７

都
民
税
の
お
知
ら
せ

　

特
別
徴
収
税
額
の
通
知
書
は
５
月　
１２

日
に
発
送
し
ま
す
。

　

勤
務
先
か
ら
市
・
都
民
税
を
お
支
払

い
の
方
は
６
月
分
の
給
料
か
ら
天
引
き

徴
収
さ
れ
ま
す
。

　

普
通
徴
収
納
税
通
知
書
は
６
月
１
日

に
発
送
し
ま
す
。
第
１
期
の
納
付
期
限

は
６
月　

日
で
す
。

３０

【
平
成　

年
度
市
・
都
民
税
課
税
（
非

１７

課
税
）
証
明
書
の
発
行
】

　

特
別
徴
収
に
よ
り
課
税
さ
れ
て
い

る
方
は
、
５
月　

日
か
ら
（
た
だ
し

１２

普
通
徴
収
と
併
せ
て
課
税
さ
れ
て
い

る
方
は
６
月
１
日
か
ら
）
、
普
通
徴

収
に
よ
り
課
税
さ
れ
て
い
る
方
は
６

月
１
日
か
ら
、
次
の
場
所
で
発
行
し
ま

す
。

○
発
行
場
所　

市
役
所
６
階
市
民
税

課
、
南
・
な
る
せ
駅
前
・
鶴
川
・
忠
生

・
小
山
・
堺
の
各
市
民
セ
ン
タ
ー
及
び

木
曽
山
崎
セ
ン
タ
ー
（
以
上
、
土
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
、
市
民
課
駅
前

連
絡
所
（
月
・
火
曜
日
、
祝
日
を
除

く
）

※
証
明
書
の
交
付
申
請
の
際
は
、
申
請

者
の
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
（
健
康

保
険
証
・
運
転
免
許
証
等
）
を
お
持
ち

　

犬
・
猫
た
ち
の
新
た
な
飼
い
主
を
探

す
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す
。

○
日
時　

５
月　

日
（
日
）
午
前　

時

２９

１０

〜
正
午
（
雨
天
実
施
）

○
会
場　

境
川
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

（
木
曽
町
２
０
５
番
地
）

○
飼
い
主
に
な
る
た
め
に
は
次
の
条
件

を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す　

①
自
宅
が
将
来
に
わ
た
っ
て
犬
・
猫
を

飼
育
し
て
よ
い
場
所
で
あ
る
こ
と
②
家

族
全
員
が
飼
育
に
つ
い
て
賛
成
し
て
い

る
こ
と
③
猫
に
つ
い
て
は
屋
内
飼
育
を

す
る
こ
と
④
必
ず
繁
殖
制
限
手
術
を
行

っ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
（
引
き
渡
し
前

に
繁
殖
制
限
手
術
を
行
い
費
用
を
請
求

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）
⑤
飼
育
基
準

を
遵
守
し
、
終
生
愛
情
を
持
っ
て
飼
育

し
続
け
ら
れ
る
こ
と
⑥
猫
に
つ
い
て
は

３
種
混
合
、
犬
に
つ
い
て
は
７
種
混
合

ワ
ク
チ
ン
の
費
用
負
担
を
し
て
い
た
だ

け
る
こ
と
（
ワ
ク
チ
ン
は
事
前
に
接
種

し
て
あ
り
ま
す
）

※
当
日
は
、
住
所
・
氏
名
が
確
認
で
き

る
も
の
を
お
持
ち
下
さ
い
。
ま
た
、
実

際
に
譲
渡
を
す
る
か
ど
う
か
は
、
会
場

で
面
接
の
う
え
、
そ
の
動
物
と
の
適
性

も
含
め
な
が
ら
主
催
者
側
で
決
定
し
ま

す
。

※
当
日
の
引
き
渡
し
は
行
い
ま
せ
ん
。

【
犬
・
猫
の
新
た
な
飼
い
主
を
捜
し
た

い
方
】

　

環
境
保
全
課
ま
で
申
し
込
ん
で
下
さ

い
。
健
康
診
断
受
診
等
の
義
務
が
あ
り

ま
す
の
で
時
間
の
余
裕
を
も
っ
て
申
し

込
ん
で
下
さ
い
。

○
主
催　

ま
ち
だ
動
物
愛
護
の
つ
ど
い

実
行
委
員
会

□問
 

環
境
保
全
課
11
７
２
４
・
２
７
１
１

犬
・
猫
た
ち
に
あ
た
た
か
い
家
庭
を

犬
・
猫
た
ち
に
あ
た
た
か
い
家
庭
を�

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す�

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す�

犬
・
猫
た
ち
に
あ
た
た
か
い
家
庭
を

犬
・
猫
た
ち
に
あ
た
た
か
い
家
庭
を�

犬
・
猫
た
ち
に
あ
た
た
か
い
家
庭
を�

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す�

町

田

市

民

ホ

ー

ル

事

業

�

入
場
希
望
の
方
は
電
話
で
町
田
市
民
ホ
ー
ル
（
1
７
２
８
・
４
３
０
０
）
へ
。�

休

館

日
　
第
１
・
３
月
曜
日�

　
　
　
　
　
（
祝
日
の
と
き
は
そ
の
翌
日
）�

受
付
時
間
　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時�

※
初
日
は
電
話
の
み
の
受
付
で
す
。�

※
６
歳
以
上
の
お
子
さ
ん
か
ら
入
場�

　
で
き
ま
す
。�

《
予
定
曲
目
》
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
・

幻
想
序
曲
「
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ

ト
」
、
組
曲
「
眠
り
の
森
の
美
女
」
よ

り
、
ほ
か

９
月
９
日
（
金
）

午
後
６
時　

分
開
演

３０

５
０
０
０
円

（
税
込
、
全
席
指
定
）
【
５
月　

日
午
前
８
時　

分
か
ら
電
話

１２

３０

予
約
受
付
開
始
】

西本智実

▲

▼東京交響楽団

過
ぎ
し
日　

年
６５

－

出
征
兵
士
と　
　
　
　

　
　
　

そ
の
留
守
家
族－

佐
藤
政
二
写
真
展

　

本
展
示
は
、
１
９
４
０
年
（
昭
和　
１５

年
）
ご
ろ
、
町
田
か
ら
戦
地
に
赴
く
兵

士
の
写
真
と
、
出
征
し
た
兵
士
に
家
族

の
無
事
を
伝
え
る
た
め
に
撮

影
さ
れ
た
写
真
、
約　

点
を

５０

展
示
し
ま
す
。
過
ぎ
し
日
の

風
景
・
生
活
、
そ
し
て
人
々

の
様
子
を
記
録
し
た
写
真
の

数
々
を
ご
覧
下
さ
い
。

○
期
間　

５
月　

日
（
水
）

１１

〜　

日
（
日
）

２２
○
開
館
時
間　

午
前
９
時　

分
〜
午
後

３０

４
時　

分
（
入
館
は
午
後
４
時
ま
で
）

３０

※
期
間
中
の
休
館
日
＝
毎
週
火
曜
日
。

○
会
場　

同
館
企
画
・
市
民
展
示
室

○
観
覧
料　

一
般
１
０
０
円
、
団
体

（　

人
以
上
）　

円
、
障
が
い
者
と
そ

２０

７０

の
付
き
添
い
（
１
人
）
半
額
、
中
学
生

以
下
無
料

町
田
市
フ
ォ
ト
サ
ロ
ン�

町
田
市
フ
ォ
ト
サ
ロ
ン�

1
７
３
６
・
８
２
８
１�

「
秋
山
庄
太
郎
美
術
館
」か
ら
の
お
知
ら
せ�

「さつまいもの
切り干しをつくる農家」

撮影＝佐藤政二

で
、
日
ご
ろ
か
ら
点
検
を
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

　

も
し
、
巣
を
見
つ
け
た
場
合
は
、
次

の
こ
と
に
気
を
つ
け
て
下
さ
い
。

①
近
寄
ら
な
い
（
特
に
ス
ズ
メ
バ
チ

は
、
巣
を
守
る
本
能
が
強
い
）

②
い
た
ず
ら
し
な
い
（
石
を
投
げ
た
り

棒
等
で
つ
つ
か
な
い
）

③
手
で
払
わ
な
い
（
ハ
チ
は
攻
撃
さ
れ

た
と
思
い
、
刺
し
ま
す
）

④
大
声
を
出
し
た
り
走
り
ま
わ
っ
て
ハ

チ
を
刺
激
し
な
い

⑤
ゆ
っ
く
り
と
静
か
に
立
ち
去
る

⑥
生
活
に
支
障
が
あ
る
時
は
駆
除
す
る

　

市
で
は
、
駆
除
は
し
て
お
り
ま
せ
ん

の
で
、
自
主
駆
除
を
行
う
方
に
防
護
服

や
薬
剤
等
を
貸
し
出
し
し
て
い
ま
す
。

　

自
主
駆
除
が
困
難
な
場
合
は
、
専
門

業
者
に
依
頼
を
し
て
下
さ
い
。

□問
 

環
境
保
全
課
11
７
２
４
・
２
７
１
１

下
さ
い
。

□問
 

市
民
税
課
11
７
２
４
・
２
１
１
４
〜

５
、
２
１
１
７

は
、　

月
中
旬
か
ら　

月
中
旬
頃
の
時

１０

１１

期
に
除
草
を
お
願
い
し
ま
す
。

□問
 

環
境
保
全
課
11
７
２
４
・
２
７
１
１

西
本
智
実 
＆ 
東
京
交
響
楽
団

※
保
険
金
は
原
則
と
し
て
、
何
回
事
故

が
発
生
し
て
も
支
払
わ
れ
ま
す
が
、
食

中
毒
事
故
（
異
物
混
入
事
故
を
含
む
）

に
よ
る
賠
償
と
受
託
物
賠
償
に
つ
い
て

は
、
保
険
期
間
中
の
支
払
限
度
額
は
１

事
故
の
金
額
と
同
額
と
な
り
ま
す
。

○
自
己
負
担
額　

１
事
故
に
つ
き
１
万

円
以
下
の
小
損
害
に
つ
い
て
は
、
被
保

険
者
の
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

□問
 

児
童
青
少
年
課
11
７
２
４
・
２
１
８

２

修
了
後
、
同
セ
ン
タ
ー
の
援
助
会
員
と

し
て
登
録
し
、
援
助
活
動
を
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

○
対
象　

市
内
在
住
で　

歳
以
上
の
保

２０

育
サ
ポ
ー
ト
が
で
き
る
方

○
会
場　

町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
健

康
福
祉
会
館

○
費
用　

普
通
救
命
講
習
参
加
費
１
４

０
０
円
、
参
考
書
（
希
望
者
の
み
）
２

５
０
０
円

○
申
し
込
み　

午
前
８
時　

分
〜
午
後

３０

５
時
に
電
話
で
同
セ
ン
タ
ー
（
11
７
２

４
・
０
９
０
１
）
へ
。

青
少
年
指
導
者


